
全
国
港
湾
と
港
運
同
盟
は
、

4
月
28
日
14
時
30
分
か
ら
第
5

回
（
続
開
）
中
央
港
湾
団
交
を

開
催
し
た
。

組
合
側
は
（
仮
）
協
定
書
に

合
意
す
る
に
あ
た
り
、
次
の
事

項
を
要
求
し
た
。
①
賃
上
げ
未

解
決
組
合
の
解
決
促
進
②
26
春

闘
合
意
基
づ
く
労
使
政
策
委
員

会
の
開
催
③
福
利
厚
生
分
担
金

の
拡
充
に
つ
い
て
の
専
門
委
員

会
の
開
催
④
安
全
問
題
で
港
湾

災
防
と
の
連
携
作
り
⑤
特
定
利

用
港
湾
で
労
使
の
説
明
会
の
開

催
⑥
人
員
不
足
対
策
で
の
答
申

案
を
受
け
、
行
政
へ
の
道
筋
を

つ
け
る
こ
と
と
労
使
政
策
委
員

会
で
具
体
化
を
図
れ
る
よ
う
に

す
る
こ
と
。

業
側
は
、
労
使
政
策
委
員
会

の
開
催
と
福
利
厚
生
分
担
金
の

拡
充
に
関
す
る
専
門
委
員
会
の

開
催
を
了
承
、
そ
の
他
の
項
目

に
つ
い
て
も
順
次
協
議
を
進
め

た
い
し
て
（
仮
）
協
定
書
に
署

名
し
た
。

（
14
時
45
分
終
了
）

（仮） 協 定 書

一般社団法人日本港運協会（以下「日港協」という）と全国港湾労働組合
連合会（以下「全国港湾」という）、並びに全日本港湾運輸労働組合同盟（以
下「港運同盟」という）は、2026年度の労働条件改善について、下記の通り
協定する。

記

1．良好な港湾産別労使関係の再構築の推進について

日港協が上告した「令和8年（行サ）第42号上告提起事件」及び、「令和
8年（行ノ）第46号上告受理申立て事件」について、日港協は、司法の判断
に沿って適正に対処し、対処に当たっては良好な産別労使関係の再構築をめ
ざし、労使政策委員会において真摯に協議を行ったうえで進める。

2．賃金引上げ等に関する課題について
（1） 日港協、並びに各加盟店社は、「港湾運送事業における適正取引

推進のためのガイドライン（以下「ガイドライン」）や国交省との連
名文書（港湾運送事業の適正な運賃・料金収受に向けた価格転嫁のお
願い）を活用し、労務コストを含む適正な原価計算に基づく適正料金
確保の促進を図る。

もって、日港協加盟店社が「経済界に於いては賃金引上げが当然
のように叫ばれている（3月26日の回答）」ことを十分に考慮して、
全国港湾・港運同盟各加盟組合の賃金要求に誠実に応えることを牽引
・後押しする。

（2） 産別制度賃金の改定については、司法判断を踏まえたうえで労使
政策委員会の中で協議し、早急に結論を得る。

3．労働時間短縮と時間外労働の規制について
（1） 港運労使は、週休二日制は日本社会に定着している労働条件であ

り、人員確保・労働環境整備の必須の要件であるとの認識を共有する。

（2） 賃金・労働時間問題専門委員会において、週休二日制の実施状況
について、26年9月末までに調査を行う。同委員会は、その結果を踏
まえ、港湾運送事業における週休二日制の導入の実施に向けて努力す
る。

4．港湾労働諸拠出金について

（1） 港湾福利厚生の拡充について
① 港湾福利厚生の拡充に係る、日港協・労働組合・一般社団法人日本
港湾福利厚生協会（日港福）の3者による専門委員会の設置を再確認
する。

② 港運労使と日港福は、各地区福利厚生協会の実態（施設老朽化・経
営状況・労働環境など）を把握するとともに、福利厚生の拡充を図る
ため、財政面も含め今後必要な措置を精力的に検討する。

③ 専門委員会は、精力的な検討を行うために月一回を目途として定例
的に開催する。

（2） 港湾労働安定協会の行う諸制度の改訂については、専門委員会を
立ち上げ継続協議する。

5．安全・衛生対策について
（1） 日港協は、港湾貨物運送事業労働災害防止協会（港湾災防）との

連絡・協議体制の確立を図り、港運労使一体となって港湾労働者の安
全・衛生対策の向上を図る。

（2） 中央安全専門委員会は、危険性の高い荷役、荷役機器の点検の徹
底、熱中症をはじめとした気候変動・環境変化への対策など、港湾労
働者の声明と安全を確保するための具体策を検討する。そのためにＷ
Ｇでの検討の頻度と密度を高め、港湾災防の協力も得て、その知見を
積極的に生かすこととする。

6．継続課題について
（1） 労使政策委員会は、以下の取り組みを行う。
① 港湾倉庫・物流施設について「港運の職域業域となるよう（22春闘
協定）」現地視察並びにその検証を行う。

② 指定事業体に係る課題を解決すべく、25春闘協定の履行とともに適
正な検査料金の確保並びに下払い料金の適正化を図るよう主導する。

③ 関連職種の雇用の安定、労働環境整備に資する料金確保及び25春闘
協定の履行を取り組む。

④ 国交省に石炭火力関係連絡会議の開催を求め、脱炭素化政策による
港運事業の縮小・廃止も視野に入れた対策を講じるよう求める。

⑤ 人員不足対策委員会の答申を踏まえ、その具体化を図る。

（2） 特定利用港湾に係る課題について
① 特定利用港湾に関し、港湾運送事業への影響などについて、防衛省
・自衛隊・海上保安庁など関係行政に港運労使への説明会の開催を求
め、港湾施設の利用に際しては、港湾運送事業に影響を与えないよう
必要な対策を港運労使で要請する。

② なお、上記の取り組みは、港湾労働者の生命と安全確保に資するも
のとする。

（3） 適正料金収受プロジェクトチーム（料金Ｐ／Ｔ）の取り組み
① 料金Ｐ／Ｔの取り組みについては、改正下請法に伴う「ガイドライ
ン」の周知・徹底を図るよう引き続き取り組む。

② 内航フィーダーの料金問題については、適正料金収受の推進を促す
とともに、問題解決に向けて、国土交通省と協議を行う。

以 上

2
0
2
6
年
5
月
1
日

（
金
）
、
大
阪
港
湾
労
働
組
合

は
大
阪
市
北
区
の
扇
町
公
園
で

開
催
さ
れ
た
「
第
97
回
大
阪
メ

ー
デ
ー
」
に
参
加
し
ま
し
た
。

午
前
8
時
頃
に
は
激
し
い
大
雨

に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
が
、
開
始

時
刻
の
9
時
半
に
は
雨
も
小
降

り
と
な
り
、
会
場
に
は
多
く
の

労
働
者
が
集
結
。
「
働
く
も
の

の
団
結
で
生
活
と
権
利
を
守

り
、
平
和
と
民
主
主
義
、
中
立

の
日
本
を
め
ざ
そ
う
」
を
メ
イ

ン
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
、
労
働

者
の
権
利
と
平
和
な
社
会
の
実

現
を
力
強
く
訴
え
ま
し
た
。

足
元
の
悪
い
中
、
大
港
労
組

の
組
合
員
も
他
の
労
働
組
合
や

市
民
団
体
と
と
も
に
固
い
連
帯

の
輪
を
広
げ
、
労
働
条
件
の
改

善
や
社
会
的
公
正
の
実
現
に
向

け
た
決
意
を
新
た
に
し
ま
し

た
。

物
価
高
騰
と

深
刻
な
人
手
不

足
を
背
景
に
、

政
府
は
2
0
2

6
年
度
以
降
の

診
療
報
酬
を
大

幅
に
引
き
上
げ

る
方
針
を
固
め
、
こ
れ
ま
で
抑

制
基
調
が
続
い
て
き
た
診
療
報

酬
政
策
は
、
大
き
な
転
換
点
を

迎
え
て
い
る
▼
診
療
報
酬
は
、

病
院
や
診
療
所
が
医
療
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
た
際
に
受
け
取
る

「
公
定
価
格
」
だ
。
医
療
機
関

が
自
由
に
価
格
を
設
定
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
原
則
と
し
て
2

年
に
1
度
の
改
定
で
国
が
一
律

に
決
定
す
る
▼
こ
の
仕
組
み
は

国
民
皆
保
険
制
度
を
支
え
る
一

方
、
急
激
な
イ
ン
フ
レ
局
面
で

は
弱
点
も
露
呈
し
た
。
電
気
代

や
ガ
ス
代
、
食
材
費
、
人
件
費

が
急
騰
し
て
も
、
医
療
機
関
は

そ
の
分
を
価
格
に
転
嫁
で
き
な

い
た
め
だ
。
Ｍ
Ｒ
Ｉ
や
Ｃ
Ｔ
等

の
稼
働
に
は
大
量
の
電
力
が
必

要
で
、
24
時
間
体
制
の
病
棟
運

営
も
光
熱
費
を
押
し
上
げ
る
。

入
院
患
者
向
け
給
食
で
は
食
材

費
の
上
昇
が
続
く
が
、
患
者
か

ら
受
け
取
る
食
事
療
養
費
は
固

定
さ
れ
て
い
る
。
政
府
が
打
ち

出
し
た
異
例
の
大
幅
改
定
は
、

医
療
現
場
を
支
え
る
延
命
措
置

と
な
る
の
か
。
そ
れ
と
も
国
民

負
担
増
へ
の
入
り
口
と
な
る
の

か
。
今
後
の
制
度
設
計
が
注
目

さ
れ
る
▼
物
価
高
騰
、賃
上
げ
、

診
療
報
酬
と
い
う
3
つ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
は
、
複
雑
に
絡
み
合
い

な
が
ら
我
々
の
命
と
健
康
を
守

る
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
未
来
を
左

右
し
て
い
る
。
我
々
も
ま
た
こ

の
課
題
と
ど
う
向
き
合
う
か
を

考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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